
初夏の候、関係者の皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

また、日頃から新大村駅周辺土地区画整理事業に関しまして、ご理解とご協力を賜り、誠にあ

りがとうございます。

さて、令和６年６月３日（月）に、第１７回新大村駅周辺土地区画整理審議会を開催いたし

ました。４月の人事異動に伴う職員紹介を行い、町界・町名についての報告、事業の進捗状況、

地番設定（案）及び今後の事業の流れについてご説明いたしました。

本事業における基盤整備につきましては、公園工事や舗装工事が残すところあと僅かとなり

ました。一方、換地につきましては、これから終盤を迎えますので、一つ一つ課題を整理しな

がら進めてまいります。引き続き、皆様のお力添えを賜りますようよろしくお願いいたします。

換地処分を令和７年度末に予定しており、換地処分の公告の翌日から新しい住所になり

ます。住所変更等の手続きについて、施行者（大村市）で行うものと、個人で行うものが

ありますので、時期がきましたら改めてお知らせいたします。

【開催日時】令和６年６月３日（月曜日）

午後２時から午後３時まで

【場 所】大村市役所 第８会議室

【主な内容】・人事異動に伴う職員紹介

・報告事項

町界・町名変更について

・その他

（１）事業の進捗状況について

●はじめに

まちづくりニュース

[ 新大村駅周辺整備事業 ]

【令和6年６月】

―第２０号 ―
※今回、お知らせ致しました内容のほか、新大村駅周辺土地区画整理事業

に関し、ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【編集・発行】施行者： 大村市

（都市整備部 新幹線まちづくり課）

〒８５６－８６８６

長崎県大村市玖島一丁目２５番地

TEL：０９５７－５３－４１１１（内線601・467）

E-mail:shinkansen@city.omura.nagasaki.jp
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● 第１７回新大村駅周辺土地区画整理審議会を開催しました。

● 今後の事業の流れについて（予定）

冬ごろ
◎施行者(大村市)は、出来形確認測量の成果に基づき、換地計画（案）を作成します。

年度末ごろ
(令和7年)

◎換地計画（案）の内容を審議会へ事前説明を行います。
◎その後、権利者へ個別説明を行います。

春ごろ ◎換地計画（案）を２週間縦覧します。
・区画整理前後の土地の図面、町名、地番、地目、地積及び清算金が確認できます。

秋ごろ ◎施行者(大村市)は、換地計画の内容を関係権利者の皆様に通知します。
・換地計画の縦覧の内容が確認できます。

年度末ごろ
(令和8年)

◎施行者(大村市)は、関係権利者へ「換地処分通知」が到達したと確認できたときは、
県知事へ「換地処分」を行ったことを届出ます。
◎届出を受けた県知事は、「換地処分」が行われたことを公告されます。
◎換地処分の公告の日の翌日に換地計画の内容の効力が発生し、土地に関する権利と
清算金が確定します。

春ごろ
(令和8年)

◎換地処分の公告の日の翌日から土地・建物の登記簿や公図(図面)が書換えられま
す。この手続きは、施行者(大村市 )が法務局に嘱託(申請)します。
◎換地処分の公告の日の翌日から土地・建物の登記の書換えが終わるまでの間は、一
般の登記に関する手続きができなくなります。

令
和
8
年
度

※時期につい
ては、別途通
知します。

◎施行者(大村市)は、清算金を納付していただく方からは清算金を集め(徴収)、清算金
の交付を受ける方にはお支払いします。

※時期については、現時点での予定となります。今後の手続等の進捗状況によって、変更となる場合があります。
　詳細な内容については、今後お知らせいたします。

令
和
６
年
度

令
和
7
年
度

①　換地計画（案）の作成

②　換地計画（案）の供覧

③　換地計画（案）の縦覧

④　換地処分通知の送付

⑤　換地処分・公告

⑥　登記簿・公図の書換え

⑦　清算金の徴収・交付

※公告の日の翌日から約２～３か月(予定)

● 今後の手続きなどについて

４

令和６年５月 新大村駅さくら口（東口）

新
大
村
駅
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換地処分後の土地図（案）
新大村駅周辺土地区画整理事業

←　至 長崎空港
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植松三丁目 植松三丁目

凡　 　　 例

地 区 界

道　　路

法定外道路

隅切り・路肩

地上機器

ごみステーション用地

現在、土地区画整理事業の施行地区内の土地は、仮の地番を使用していますが、換地処

分後には、一筆の土地ごとに新しい地番となります。地番を付す権限は法務局にあります

ので、管轄する法務局と施行者大村市で事前協議を行いました。

地番を付すための方針や手順などを決定し、それに従って地番を設定しています。

権利者から、隣接する同一所有者の２つの画地を１つの画地とする合併換地の要望があ

っており、「新大村駅周辺土地区画整理事業 土地評価要領第２１条第２号」により、合併

しても支障がないと判断しました。合併する際の注意事項などを当該権利者に個別に説明

し、権利者から申し出があった場合は対応することとしました。

このことにより、現在の仮換地図が変更（画地の形や数の変更）になるため、地番設定

（案）の地番も変更になります。ただし、方針については変更ありません。

令和５年度から令和６年度にかけて出来形確認測量を行い、一部の箇所を除いて概ね終

了しています。測量中は、土地の立入りや標識設置など皆様にご理解とご協力をいただき

ありがとうございました。出来形確認測量の成果をもとに、換地計画（案）の作成を進め

てまいります。今後、現地確認が必要となった場合は、改めてご協力をお願いいたします。

令和６年６月末頃から着工、令和７年春に供用開始予定です。

施行地区内の市有地につきまして、第１回目の除草作業を5/20～6/7の日程で行いま

した。次の除草作業は、７月末頃からを予定しています。
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● ３街区の合併換地について

● 地番等の設定（案）

＜方針＞

１ 施行地区内は、すべて「植松三丁目」とする。

２ 地番は、未使用で閉鎖されたことのない地番を使用する。

（１番～１１４番、９０１番～１３２５番、１３２７番以降）

３ 区画整理事業後の土地利用を考慮し、枝番は使用せず親番のみ使用する。

（例） ○ 植松三丁目１番 × 植松三丁目１番１

＜手順＞

公共用地・・・９０１番～９２６番の地番を使用

・対象地：道路

・都市計画道路を先に設定し、区画道路を設定

・図面上から下へ

・図面左側から右側へ

都市計画道路

起点：９０１番

公共用地

終点：９２６番

＜換地処分後の土地図（案）＞ 青字：公共用地 赤字：換地

換地(１街区１画地)
起点：１番

換地(まちなか交流公園)
終点：１１３番

● 出来形確認測量の実施状況について

（例）３街区仮換地図
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● 新大村駅公園（まちなか交流公園）について

● 除草作業について

まちなか交流公園イメージパース

３

換地・・・１番～１１３番の地番を使用

・対象地：換地、緑地、公園、ごみステーション用地、地上機器用地、隅切り

・１街区１画地を起点として、街区画地番号順に設定

※ただし、２街区及び３街区は、図面左側から順に若番とする。

仮に７画地が 10番の場合、左側から順に 10番、11番、12番・・・

トイレ

かまどベンチ

防災シェルター

インクルーシブ遊具

芝生ステージ 斜面遊具
※今後の計画で変更になる場合があります

※設置する施設の写真はイメージとなります

芝生広場


